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謹賀新年　今年もよろしくお願いします。
国の来年度予算案　軍備増強、暮らしに冷たい！！
安倍政権は、２０１８年度予算案９７兆７１２８億円を決定しました。　　　　　ｐ第２次政権後、当初予算案の編成は６度目ですが、軍事費の異常な突出ぶりと、国民の暮らしを支える社会保障費を容赦なく抑え込む姿勢は際立っています。　ｐ毎年増額を続けてきた軍事費は５兆１９１１億円とまたも過去最大を更新する一方、社会保障費の「自然増」は今回も大幅にカットしました。大企業向けの新たな減税措置も露骨です。国民生活を置き去りにして、軍拡を推進し、大企業を優遇する安倍暴走政治からの転換がいよいよ必要となっています。　　　　　　　　　ｐ６年連続増の軍事費に盛り込まれた自衛隊の装備は億単位規模のものが並んでいます。「戦争する国」づくりを進める安倍政権の危険な姿は予算面でも一段と鮮明になっています。辺野古新基地など米軍関連経費も上積みされました。　　　ｐ社会保障費で特に直撃されたのは生活保護です。光熱費などにあてる生活扶助を最大５％段階的にカットし、一人親家庭を対象にした「母子」加算も減額し、１６０億円も削るとしています。 診療報酬・介護報酬・障害報酬は、財務省が「マイナス改定」を狙ったものの、現場から厳しい批判が上がり、いずれも若干のプラスとなりました。しかし、この間の社会保障削減でもたらされた医療機関や介護施設の困難などを本格的に打開するにはまだまだ不十分です。給付削減や患者負担増も引き続き強化されており、安倍政権による社会保障破壊路線を中止させる国民的な闘いが更に求められます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ安倍政権が「人づくり革命」「生産性革命」を打ち出して最初の予算ですが、「人づくり」関連は「拡充」とは程遠い中身です。保育・幼児教育無償化も詳細は固まっておらず、実施も再来年の消費税増税とセットです。先行して手厚いのは、賃上げする大企業への減税などが中心です。大企業がもうければ暮らしが上向くという経済政策「アベノミクス」(トリクルダウン)の破綻は明白なのに、それにしがみつく安倍政権はあまりにも無策です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ改憲に異常な執念を燃やす安倍政権の憲法無視の暴走政治にストップをかけると共に、憲法を生かし、平和と暮らしを守る世論と運動を広げる共同を強めることが重要です。（今年の大きな２つの政治的な課題です）
｢ヒバクシャ国際署名｣と｢９条改憲ＮＯ！３０００万署名｣にご協力を
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください。
日刊紙　月３,４９７円　　日曜版　月８２３円
桑名市議員団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/
ご意見をお寄せください　ＦＡＸは　２２－３０２８　（星野自宅）
１２月議会　星野公平の一般質問（１２月１３日）
【質問１】教育問題、小中一貫教育・校(小学校の統廃合)について、
教育委員会は、①多度地区の説明会で住民の意見から何を得たか。②住民の意見を真摯に聞き、対応しているのか。
【答弁】①小中一貫教育の内容について、ある程度理解して頂けた。心配されている事が、具体的に分った。②今後も随時説明会を行い、検討･協議を行っていく。
【再質問】地域の皆さんが「心配されている事が、具体的に分った。」という事だが、具体的にどの様な事が分ったのか。
【答弁】①小中がいっしょに生活するとなると、どちらかが我慢しなければならない。②多度地区で全児童・生徒数が１０００人を越えるとなると、１ヶ所で、のびのびと活動できる施設を作っていけるかという心配。
【質問２】社会保障、｢介護保険計画｣について、
1 ｢国家賠償請求訴訟｣はどうなっているのか。責任の所在は。
2 ｢成年後見制度｣はどうなっているのか。
【答弁】①係争中なので、この場で個別の事案に対する答弁は差し控えさせて頂く。責任の所在は、司法の場で正しい審理が行われ判断される。②法律専門職を始め様々な専門職の方々との連携をはかりつつ適切な制度の運用に努める。計画に｢成年後見制度利用促進基本計画｣を位置づけたのは、高齢者の権利擁護を進めるにあたり重なる部分が多いから。｢後見制度支援信託｣は、不正防止と利用しやすさの調和を目指し、後見制度利用信託に並立・代替する預貯金の管理の在り方を金融機関自体の自主的な取り組みに期待している。
【再質問】桑名市の取った行動（虐待と判断、施設に閉じ込め、勝手に後見人を付けた）について数点桑名市の考えを伺います。① 何故、後見人を付ける必要があったのか。② 財産管理者選任の申し立てを行った理由は。③ 生活保護を受けさせた理由は。④名古屋高裁の判決について、二重の手続き飛ばし（精神鑑定と本人の意思確認無し）桑名市の見解は。⑤ こりずに、津家裁に「補助」開始の申し立てを何で行ったのか。
【答弁】個別の事情により判断することになるので、一般論として答弁する。① 市
長村長による審判請求は、申立権のある親族が非協力的、虐待やこれまで(裏面へ)の経過で親族による申し立てが適当でないと判断される場合これにあたる。② 早急に財産の保存管理をしたり、身上監護についての手当てをしなければ本人に損害が生じてしまう場合や、日常生活を十分に送れないような場合、後見人の審判前の保全処分として財産管理者の選任を行う。③ 資力があってもそれを現実に活用する事が出来ず、生活保護を受けるケースはある。返還についても法に規定してある。④ 鑑定書を取得するケースは少ない。煩雑で、少しでも早く被後見人である高齢者の権利を擁護するために通常行われている。本人の意思確認は、権利擁護の視点から、出来る限り、本人の意思尊重、生命の安全を優先して進めている。⑤ 高齢者の権利擁護や虐待について、地域包括支援センター、警察、法律専門家等と連携し、複数の目で事実を確認しながらチームでの対応、適切な判断に努めている。
【意見と再々質問】個人の人権を尊重しているふりをしながら、本人の意見は聞かず、無視して、桑名市は自分たちに都合のいい判断をしている。桑名市のこのような強権的な権力行使は許されない。生活保護制度の乱用は許されない。
【答弁】高齢者の尊厳、命を守るために活動している。これから司法が調査する。
【質問３】社会保障、｢障害者福祉計画｣について、
①就労継続支援Ａ・Ｂ型事業所の市内の状況は。
【答弁】就労継続支援Ａ型事業所の廃止が１件あった。障害のある方が自立した日常生活を送るためには、就労による経済的基盤を確立することは重要であり、事業所の訪問等を継続的に行い、事業所との連携や情報共有に努める。
【質問４】都市計画、西方・北別所一帯(高塚山古墳周辺) の宅地開発「簡易環境影響評価書」から、市内の環境悪化と対策は、（質問省略）
1 桑名市内の環境悪化をどう捉えているか。大気について二酸化窒素･光化学
オキシダント･微小粒子状物質(ＰＭ２.５)･非メタン炭化水素、騒音・悪臭について、川の水について大腸菌・全亜鉛・ＢＯＤ、現状の把握状況と対策を伺います。
【聞取りから】桑名市において、大気・水質・騒音・振動の環境調査を実施している。大気は市内８カ所で二酸化窒素を測定しており、三重県の環境保全目標を達成している。騒音は年１回１２地点で測定、１地点で環境基準を越えている。原因は深夜時間帯のトラックの往来。水質は１３カ所の河川でＰＨ･ＢＯＤ(生物酸素要求量)･ＣＯＤ(化学酸素要求量)･ＤＯ(溶存酸素量)･ＳＳ(浮遊物質量)･大腸菌群を調査している。８５％環境基準を達成。大腸菌群の達成率が低い。各世帯の浄化槽の定期的ん精巣と下水道の整備を関係部署と協力しながら進めて行く。
【質問５】都市計画、高塚山古墳周辺の宅地開発を許すのか、
①市作成の諸計画で、今まで何を言ってきたのか。開発の許可と矛盾しないか。
【答弁】正式に開発許可申請が出されていないので、詳しい内容は把握していない。｢マスタ―プラン｣では、高塚山古墳及び土仏山周辺の里山の保全、｢緑の計画｣では、高塚山古墳周辺の樹林地等は桑名市の骨格となる緑として保全・活用を図る。｢立地適正化計画｣では、基本理念として、人口減少・超高齢化社会に対応する持続可能な安全で快適な都市環境の形成を、｢空家等対策計画｣では、宅地開発によりできる住宅が空家にならないよう、予防の促進として、所有者・管理者に予防啓発を行う。｢高塚山古墳基礎調査報告書｣(平成１８年)では、高塚山古墳は、県内北勢地区最大級の規模を持つ前方後円墳と言われており、本基礎調査においても保存すべき遺跡として価値付けがなされた。土地利用に関して、地権者の意向を尊重しながら諸計画との整合性をお願いして行く。
【質問６】都市計画、駅周辺(東・西側)の開発について、
① 桑名駅周辺の計画(グランドデザイン)は出来ているのか。公表はしないのか。
② ｢都市計画審議会｣議事録より、住民の意見は反映されるのか。
【答弁】①まだグランドデザインは出来ていない。②理解を得られない状況ですが、審議会会長の助言は真摯に受け止め対応している。
【質問７】最近の入札状況から、｢くじ引き｣で良いのか、(意見のみ)
【意見】１１月９日行われた｢入札監視委員会｣を久しぶりに傍聴しました。最近の建設工事関係の入札結果は、多くが最低制限価格と同価格で、｢くじ引き｣で決められているようです。同価格になる事を行政側も分っている様で、形式的にやっているだけとしか見えません。積算根拠になる見積もりの明細を提出させたり、特に人件費を保障する｢公契約制度｣の導入を検討したり、改革して行く時ではないでしょうか。
｢核兵器禁止条約｣の請願に賛成討論(要旨)　本会議でも不採択
政府・国会に「核兵器禁止条約」の署名・批准を求める意見書の提出を求める、桑名市議会への請願は、１２月１８日の総務安全委員会で「非採択」でした。市民の声「核兵器の廃絶」を本当に反映しているものでしょうか。　　　　　　　　　　　ｐまず、請願を出された２団体｢三重県原爆被災者の会｣と｢原水爆禁止世界大会桑名員弁実行委員会」の紹介をしました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ「核兵器禁止条約」の内容は「核兵器の全廃と根絶を目的として起草された国際条約で、核兵器の開発、実験、製造、備蓄、移譲、使用及び威嚇としての使用の禁止ならびにその廃絶」を求めている。前文では被爆者の苦痛に対する憂慮と共に国際人道法と国際人権法の原則が書かれており、核兵器廃絶に関して再確認されています。本文は２０条に及ぶものです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ特に言いたかった事は、ＩＣＡＮ(核兵器廃絶国際キャンペーン)のノーベル賞受賞です。被爆者とともに市民社会は禁止条約実現に決定的役割を果たしました。　　　　　　　　　　　　　　　ｐいま日本政府に求められているのは､｢ヒロシマ･ナガサキの体験｣にたって、核保有国に核兵器廃絶への決断と行動を訴えること、そして、アメリカの「核の傘」に頼らない道を真剣に探究することです。　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ桑名市は「非核平和都市宣言」をしています。市民の代表として市長・議長名で北朝鮮の核実験への抗議を何回もしています。核兵器廃絶は、桑名市民の願いです。「核兵器禁止条約」に署名するよう国（政府・国会）に、桑名市議会が先頭に立って、求めて行こうではありませんか。伊藤徳宇市長も遠慮は要りません。[image: image1.png]



日本共産党桑名市議団　星野公平ニュース
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発行　　　　日本共産党桑名市議員団 　☎２４－１３１０


発行場所　桑名市中央町２－３７　桑名市役所議員控室


自宅　　　　桑名市立花町１－１４－７ 　☎２２－２９７５














































































































